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4

5

6

7

　申請者が法人である場合には、「住所｣の欄には主たる事務所の所在地、｢氏名｣の欄には名称及び代表者の氏名を記載す

るとともに、「担当者｣の欄に所属、氏名を記載すること。

　申請者(申請者が法人である場合は代表者。以下同じ。)が氏名の記載を自署で行う場合又は申告者の本人確認のため道路

記 載 要 領

1
「許可申請

  協   議｣

　「占用物件の構造」の欄には、占用物件の材質等を記載すること。なお、図面等により示す場合はその旨を記載すること。

から

名         称

TEL

間

間

年 月

添 付 書 類

住  所

会社名

道路管理者の指示による。
　案内図 ・ 平面図 ・ 縦断図 ・ 横断図

代表者

施
工
業
者
名
等 担当者

日月年

規         模

 ＴＥＬ

道 路 法
第３２条

第３５条
します。

協　　　議

車  道 ・ 歩  道 ・ その他

地 先 か ら

地 先 ま で



0
から

まで0 月 0 日

0

号路線0 車  道 ・ 歩  道 ・ その他

地 先 か ら

地 先 ま で

0

0

数         量

年

占  用  場  所

0

名         称 規         模

占  用  物  件

日
占 用 の 期 間

0

日

年 月 日 から
0

まで の  構  造

町道第

鳩山町長

0

担当者 0

施
工
業
者
名
等

日

上記のとおり道路使用許可申請について同意します。

年 月

西入間警察署長　様

道路使用許可に係る同意

※

0

工 事 の 期 間

道    路    の

工 事 実 施
0

の  方  法0 0

㊞

警
察
協
議
用

新
規

更
新道路占用

許可申請

協　　議

担当者(連絡先) 氏  名

場
所

路   線   名

鳩 山 町

書

許可を申請

氏　名 

協　　　議

住　所

鳩 山 町

占 用 の 目 的 0

道 路 法
第３２条

第３５条

年

復  旧  方  法

0

鳩まち推 第

0

会社名 0

代表者

0

年 月

0

号

日

日0月0

号

鳩まち推 第

変
更

受付番号

元号

鳩山町長　　　　　　　　様

占 用 物 件

住  所

0

ＴＥＬ

します。の規定により

添 付 書 類道路管理者の指示による。
　案内図 ・ 平面図 ・ 縦断図 ・ 横断図

　構造図 ・ その他（　　　　 　　　　）

0 0 年 0 月 0

年 月
間

間



0

鳩山町長

0

年 月

教示

数         量

月 日 から年

月 日 まで

  　この決定に不服があるときは、この許可書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、坂戸町長に対して審査請求をすることができます。
　　また、この許可書を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、町を被告として（町長が被告の代表者となります。）処分の取消しの訴えを
　提起することができます。　

0 0 年 0

月 0 日 まで0 0 年 0

月

賠償又は苦情処理の措置を講じること。

　許可を受けた者がこの条件に基づいて行うべき義務を履行しないときは、町長自らこれを執行し、又は第三者をして代わっ
て執行させ、その費用は義務者の負担とする。

5
6

　占用許可期間は 　　　 　年 　月 　日　までとする。ただし、許可期間満了後も引き続き占用しようとするときは、期間

　　ただし、この許可書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する
　裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起しなければなりません。

復  旧  方  法
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満了の１個月前までに所定の様式により更新許可申請書を提出すること。

許 可 条 件

1

　次の場合には、許可の取消し若しくはこの条件を変更し、又は既設工作物を改築若しくは除却させ、又は危害を予防する
ため必要な設備をさせるものとする。
(1) 道路に関する工事の施工により必要を生じたとき。
(2) 法律、命令の施工により必要を生じたとき。

 ○ 減      額 ( ）

 ○ 免      除 ( ）
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(4) 公益のため必要を生じたとき。

　この許可によって生じた権利義務は、町長の許可を得なければ担保に供し、又は他人に移転してはならない。
7 　この許可を受けた者は、占用期間中その占用地につき保護の責任を有するものとする。
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　この条件に基づく処分により許可を受けた者が被害を被ることがあっても、町長は賠償の責に任じない。

(3) 法律、命令又はこの条件に違反したとき。

(5) 占用料を納期内に納付しないとき。
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